
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属帯を板幅方向に曲げ加工し、断面をほぼ真円形状に保持した状態で板幅方向両端部
を突合せ溶接した後、溶接部から管底部までの距離が目標製品外径よりも小さくなるよう
に溶接素管をオーバベンドロールで扁平加工し、次いで溶接素管を

ほぼ真円形状に矯正ロールで成形することを特徴とす
る真円度の優れた溶接管の製造方法。
　　　　　　　
　　

【請求項２】
　溶接部から管底部までの距離が目標製品外径よりも３～１０％小さくなるようにオーバ
ベンドロールで溶接素管を扁平加工する請求項１記載の真円度の優れた溶接管の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、管端部を含め全長にわたって真円度に優れた溶接管を製造する方法に関する。
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前記オーバベンドロー
ルによる扁平率に応じて、式（１）で与えられる数値が５～１１の範囲になるように矯正
ロールによる直径絞り率を調整して

扁平率（％）＋１０×直径絞り率（％）・・・・（１）
ただし、扁平率は（溶接素管直径－扁平後の高さ）／溶接素管直径×１００（％）で

表し、直径絞り率は（溶接素管直径－矯正後直径）／溶接素管直径×１００（％）で表す
。



【０００２】
【従来の技術】
溶接管をロール成形法で製造する場合、所定幅にスリットされた金属帯が管素材として使
用される。金属帯は、多段配置された各成形スタンドで幅方向に順次曲げ加工され、最終
的には幅方向両端部を突き合せた円筒形状に成形される。次いで、幅方向両端部を突合せ
溶接し、素管を得る。この素管をサイジング工程に通し、複数段の成形ロールで管の直径
を絞り寸法精度及び真円度を向上させている。その後、定寸切断され、製品管となる。
ロール成形法では、成形スタンドの多段配置が必要とされる。しかも、製造しようとする
管の直径が異なると、それに応じて各スタンドの成形ロールを組み替えることが要求され
る。成形ロールの組替えや各スタンド間の調整は、非常に面倒な作業であり、生産性を向
上させる上でのネックとなる。
そこで、本発明者等は、金属帯に曲げ・曲げ戻し歪みを付与するとき金属帯が板幅方向に
カールする性質を利用し、多数の成形ロールを必要としないロールレスフォーミング法を
開発した（特公平６－７７７７３号公報）。この方法では、板幅方向と平行な小径の曲げ
ロールによって、管内面となる面を内側にして金属帯を連続的に曲げ・曲げ戻し加工し、
曲げ・曲げ戻しによる板幅方向の曲がりを利用して金属帯を円筒形状に成形する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ロール成形法による造管では、ロール表面が接触する管の周方向位置に応じてロール表面
の曲率が異なる。そのため、管の周方向位置に応じて、成形ロールによって受ける加工の
形態や歪み量等が異なる。このような成型工程を経た溶接管には管周方向に沿ってバラツ
キのある応力分布が内在しており、管を切断した際に切断端面の断面形状が残留応力によ
って変化し、結果として管端部の真円度を低下させる。特に製造しようとする溶接管が肉
厚比（肉厚／管外径）の小さい薄肉管や高強度材料からなる管である場合、真円度が低下
する傾向が顕著になる。ロールレスフォーミング法で造管した場合にも、ロール成形法ほ
どではないが、依然として管端部における真円度の低下がみられる。
本発明は、このような問題を解消すべく案出されたものであり、溶接後の扁平加工によっ
て残留応力を開放し、管端部でも残留応力に起因した変形を抑え、真円度の高い溶接管を
製造することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の溶接管製造方法は、その目的を達成するため、金属帯を板幅方向に曲げ加工し
、断面をほぼ真円形状に保持した状態で板幅方向両端部を突合せ溶接した後、溶接部から
管底部までの距離が目標製品外径よりも小さくなるように溶接素管をオーバベンドロール
で扁平加工し、次いで溶接素管を

ほぼ真円形状に矯正ロールで成形することを特徴とする。
　　　　　　　
　　

。
　扁平加工では、溶接部から管底部までの距離が目標製品外径よりも３～１０％小さくな
るように溶接素管を扁平加工することが好ましい。
【０００５】
【実施の形態】
ロール成形法による造管では、金属帯が各成形スタンドで板幅方向に順次曲げられ、円筒
状に成形される。また、図１に示すロールレスフォーミング法では、アンコイラ１から巻
き出された金属帯２は、小径ロール３により曲げ・曲げ戻し加工される。金属帯２は、曲
げ・曲げ戻し加工で生じた板幅方向の曲がりによって、サイドロール４に至る過程で板幅
方向にカールし、円筒形状に変形する。
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前記オーバベンドロールによる扁平率に応じて、式（１
）で与えられる数値が５～１１の範囲になるように矯正ロールによる直径絞り率を調整し
て

扁平率（％）＋１０×直径絞り率（％）・・・・（１）
ただし、扁平率は（溶接素管直径－扁平後の高さ）／溶接素管直径×１００（％）で

表し、直径絞り率は（溶接素管直径－矯正後直径）／溶接素管直径×１００（％）で表す



円筒状に成形された金属帯２は、シームガイドロール５で板幅方向両端部を案内されなが
らスクイズロール６に送り込まれ、板幅方向両端部が溶接装置７で突合せ溶接される。溶
接素管８は、オーバベンドロール９で扁平加工された後、引抜き装置１０を経て矯正ロー
ル１１で真円形状に加工される。次いで、切断装置１２により定寸切断され、製品溶接管
となる。
【０００６】
ロール成形法及びロールレスフォーミング法の何れにおいても、程度の差はあれ、金属帯
１を筒状に成形する過程で発生する歪みの形態や大きさが金属帯１の板幅方向に関して異
なる。また、溶接素管８の断面形状を矯正ロール１１で調整する際にも、矯正ロール１１
から受ける歪みは、溶接素管８の円周方向に関して一様でない。このように、複雑な変形
経路を経た溶接素管８には円周方向に沿って不均一な残留応力が分布しており、また残留
応力の分布状態を予め把握することはできない。
残留応力は、管端部から離れた箇所では釣り合った状態にある。そのため、矯正ロール１
１による矯正条件を適正に選定するとき、溶接素管８の真円度を確保できる。しかし、溶
接素管８が切断されると、切断端面近傍における残留応力の釣合い状態が崩れ、管端が変
形した状態で再び残留応力が釣り合う。そのため、溶接素管８の真円度が良好となるよう
に矯正条件を選定しても、溶接素管８を切断して得た製品溶接管では管端部近傍の真円度
が悪化する。
【０００７】
本発明においては、このような残留応力の釣り合い状態が崩れた結果である変形を防止す
るため、スクイズロール６でほぼ真円状に保持した状態で金属帯１を溶接した後、溶接部
から管底部までの距離を目標製品外径よりも小さくなるようにオーバベンドロール９で扁
平化している。オーバベンドロール９としては、ロール最小径部を含む部分に目標製品半
径×１．１～１．４程度の半径をもつカリバーを付けたロールが好ましい。このようなオ
ーバベンドロール９により、目標製品外径を基準として３～１０％の扁平量で溶接素管８
が扁平加工される。
カリバー形状については、目標製品半径に等しい半径のカリバーでは全く扁平化すること
が困難であるため、目標製品半径よりも大きな半径をもつカリバーにすることが必要であ
る。具体的には、目標製品半径の１～１．４倍程度の半径をもつカリバーで所望の扁平変
形を実施することが可能である。
扁平化に引き続いて実施される矯正ロールによる直径絞り加工と併用して良好な管の真円
度を確保するためには、表１に示すように溶接管直径の３～１０％の範囲に扁平率を調整
し、更に式（１）で与えられる数値を５～１１の範囲に規制する必要がある。
扁平率（％）＋１０×直径絞り率　・・・・（１）
【０００８】
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【０００９】
　扁平率が溶接管直径の３～１０％の範囲を外れ、或いは式（１）で与えられる数値が５
～１１の範囲を外れると、図２に示すように真円度が悪化する。また、溶接直後の管の断
面は、溶接部が高温のため他の部分よりも強度が低いことから残留応力によって溶接部が
屋根状に変形したいわゆるルーフィングと呼ばれる現象が生じ、溶接部を上側にした場合
に縦長の断面形状になる。そのため、扁平方向としては溶接後の管を上下から圧下して横
長形状とし、管断面全体及び溶接部近傍の形状を改善することが必要である。
　溶接素管８を扁平加工すると、新たな残留応力が発生する。この残留応力は、それまで
の加工履歴によって発生していた残留応力の影響をほぼ除去する。扁平加工で発生した残
留応力は、溶接素管８を矯正ロール１１で真円形状に成形するときに発生する逆方向の残
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留応力で相殺される。そのため、矯正ロール１１を通過した溶接素管８は、成形後に溶接
したままの状態に比較して残留応力が大幅に少なくなっている。したがって、溶接素管８
を定寸切断しても、切断端面に口開き，口閉じ等の変形が発生することがなくなる。
　扁平加工が真円度の向上に及ぼす影響は、製品溶接管の中央，先端，後端で異なる傾向
を示す。すなわち、扁平量の増大に従って管端では必要な真円度が維持されるものの、管
中央では過度に扁平化される虞れがある。このような場合、矯正ロール１１で溶接素管８
の直径を絞る加工を施し、その圧下量を調節することにより管中央の真円度も確保される
。
【００１０】
【実施例】
管素材として、Ｃ：０．０６５重量％，Ｓｉ：０．５０重量％，Ｍｎ：０．３０重量％，
Ｐ：０．０２５重量％，Ｓ：０．００１重量％，Ｎｉ：２．００重量％，Ｃｒ：１６．３
０重量％，Ｎ：０．０１０重量％の組成をもち、板厚０．３５ｍｍ，０．２％耐力９３５
ＭＰａ，引張強さ１１７０ＭＰａ，伸び９．０％，ビッカース硬さＨＶ３８０の高強度ス
テンレス鋼帯を使用した。
このステンレス鋼帯を幅７９．３ｍｍにスリット加工し、図１に示すように鋼帯２の板幅
方向と平行に配置された直径８ｍｍの小径曲げロール３で鋼帯２の長手方向に連続的に曲
げ・曲げ戻し加工を施した。曲げ・曲げ戻し加工で発生した板幅方向の反りを利用して鋼
帯２を円筒状に成形し、スクイズロール６で断面をほぼ真円状に保持した状態で、鋼帯２
の板幅方向両端部を溶接速度１０ｍ／分で突合せＴＩＧ溶接した。スクイズロール６とし
ては、図３に示すように直径ｄ s  ＝２５．４ｍｍのギャップを形成するロール対を使用し
た。
【００１１】
　引き続き、溶接部から管底部までの距離が目標製品外径２５．４ｍｍよりも小さくなる
ように、オーバベンドロール９により溶接素管８を扁平加工した。オーバベンドロール９
には、図４に示すカリバー半径ＲＢ ＝１５．５ｍｍ，ロール底径Ｄ１ ＝６０ｍｍ，ロール
胴径Ｄ２ ＝８２ｍｍのロール対を使用した。また、適正扁平量に対応したカリバーをもつ
オーバベンドロール９として、図５に示すようにカリバーの長半径ＲＢ １ ＝１６．０４ｍ
ｍ，短半径ＲＢ ２ ＝１１．０３ｍｍ，ロール底径Ｄ１ ＝６０ｍｍ，ロール胴径Ｄ２ ＝８２
．４ｍｍのロール対を使用した。なお、図４のロールは、ロール合せ部で管と接触しない
領域が生じる。図５のロールでは、総型でほぼ円周方向全体にわたって管表面に接触する
。この点、図５のロールの方がロール合わせ部での局部的な折れ変形が生じないことから
、図５のロールの方が好ましい。
　扁平加工後の溶接素管８を引抜き装置１０で引き抜いた後、直径方向の絞り加工を加え
ない状態で矯正ロール１１により溶接素管８をほぼ真円形状に成形した。矯正ロール１１
としては、図６に示すように直径ｄｃ ＝２５．４ｍｍのギャップを形成する底径Ｄ３ ＝６
０ｍｍのロール対を使用した。
　成形後の溶接素管８を定寸切断し、直径２５．４ｍｍの製品溶接管を得た。
【００１２】
扁平加工に際し、扁平量を０ｍｍから３ｍｍまで変化させ、定寸切断された製品溶接管の
先端，中央及び後端における真円度（縦径－横径）を測定した。
図７の測定結果にみられるように、扁平加工を施さない製品溶接管では、真円度が管外径
の４％を超える値となっていた。扁平量０の条件は、表１のＮ o.１と異なり、扁平ロール
の圧下を０としたものであるので、溶接部のルーフィング形状がそのまま残留し、管中央
が極端な縦長となったものである。通常、中央の真円度がある程度確保された場合は、管
端の形状が崩れる場合が多い。しかし、このような極端な条件の場合では、残留応力のバ
ランスにより管端が依然として縦長ではあるものの、極端に縦長な中央に対しては縦長の
程度が減少する方向に変形したものと推察される。
他方、扁平加工した製品溶接管では、何れの位置においても扁平量の増大に伴って管断面
が縦長から横長となる傾向がみられた。なかでも、扁平量がおおよそ１．５～２ｍｍの範
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囲で扁平加工すると、先端，中央及び後端の何れにおいても真円度が管外径の１％程度以
内の良好な形状をもつ製品溶接管が得られた。１．５～２ｍｍの扁平量は、目標製品外径
の５．９～７．９％に相当する。
【００１３】
扁平量の増大に従って縦長から横長に変化する割合は、図８に示されているように、先端
及び後端に比較して管中央で大きい。そのため、先端及び後端における真円度を確保する
ように扁平量を設定すると、管中央では過度に扁平化された横長になる虞れがある。
そこで、扁平量を２ｍｍに固定して矯正ロール１１を最大０．１５ｍｍまで圧下すること
により、溶接素管８の直径を絞る加工を施した。この場合、図８に示すように圧下量の増
大に伴って製品溶接管の中央が横長から縦長になり、先端及び後端では縦長から横長にな
る傾向がみられた。この結果から、扁平加工によるとき管中央部分及び管端部の断面形状
が同時に所望の範囲に納まらない場合でも、矯正ロール１１による圧下量調整を扁平加工
に組み合わせることにより、長手方向に関してほぼ同じ断面形状をもつ製品溶接管が得ら
れることが判る。
扁平量と矯正ロール１１の圧下量との適正な関係は、各ロールの直径，ロールスタンドの
配置，直径，板厚等の管の寸法，材料特性等の要因によって残留応力自体の大きさが変化
することから一概に定めることができない。そのため、両者の関係を実験的に求めること
が必要であるが、実施した条件下では扁平量については管外径の３～１０％程度，矯正ロ
ール１１の圧下による管直径の絞り量については管外周長の０～０．５％程度であった。
【００１４】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明においては、溶接素管を扁平加工した後で矯正ロールによ
り真円形状に成形することにより、造管時の残留応力が除去され、溶接素管を切断して製
品溶接管とした場合に管端においても真円度が低下することがない。そのため、残留応力
除去焼鈍を必要とせず、全長にわたって良好な断面形状をもつ溶接管が安価に製造される
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明実施例で採用したロールレスフォーミング法による造管ライン
【図２】　成形条件が真円度に及ぼす影響
【図３】　図１の造管ラインにおけるスクイズロールのプロフィール
【図４】　同造管ラインにおけるオーバベンドロールのプロフィール
【図５】　同造管ラインにおける他のオーバベンドロールのプロフィール
【図６】　同造管ラインにおける矯正ロールのプロフィール
【図７】　扁平量が製品溶接管の真円度に及ぼす影響
【図８】　矯正ロールの圧下量が製品溶接管の真円度に及ぼす影響
【符号の説明】
１：アンコイラ　　２：金属帯（鋼帯）　　３：小径ロール　　４：サイドロール　　５
：シームガイドロール　　６：スクイズロール　　７：溶接装置
８：溶接素管　　９：オーバベンドロール　　１０：引抜き装置　　１１：矯正ロール　
　１２：切断装置
ｄ s  ：スクイズロールのクラウン直径
Ｒ B  ，Ｒ B 1，Ｒ B 2：オーバベンドロールのカリバー半径
Ｄ 1  ：オーバベンドロールの底径　　　　Ｄ 2  ：オーバベンドロールの胴径
ｄ c  ：矯正ロールのクラウン直径　　　　Ｄ 3  ：矯正ロールの底径
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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